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第6章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

6.1 環境影響評価の項目の選定 

 環境影響評価の項目 

対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目の選定に当たり、「第 2 章 対象事業の目的及

び内容」及び「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況」を踏まえて本事業の事業特性

及び地域特性を抽出した結果は、表 6.1-1 及び表 6.1-2 のとおりである。 

また、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画

段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該

項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境

の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）（以下

「発電所アセス省令」という。）第 21 条第 1 項第 5 号に定める「太陽電池発電所 別表第 5 備

考第 2 号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内容との相違について比較整理した結果

は、表 6.1-3 のとおりである。 

上記の整理結果に基づき、一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う影響

要因について、「発電所アセス省令」の別表第 5 においてその影響を受けるおそれがあるとさ

れる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び

地域特性を踏まえ、「発電所アセス省令」第 21 条の規定に基づき、表 6.1-4 のとおり本事業に

係る環境影響評価の項目を選定した。 

環境影響評価の項目の選定にあたっては、「発電所アセス省令」等について解説された「発

電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、令和 2 年）（以下「発電所アセスの手引」とい

う。）、「太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン」（環境省、令和 3

年）（以下「合理化に関するガイドライン」という。）を参考にした。 

 

表 6.1-1 本事業の事業特性 

影響要因の 

区 分 
事業の特性 

工事の実施 

・ 工事用資材等の搬出入として、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工

事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。 

・ 建設機械の稼働として、工作物等の構築工事を行う。 

・ 造成等の施工として、樹木の伐採・伐根等、掘削、地盤改良、盛土等による敷

地、調整池、搬入道路の造成、整地を行う。 

土地又は 

工作物の存在

及 び 供 用 

・ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された太陽電池発電

設備を有する。 

・ 施設の稼働として、太陽電池発電所の運転を行う。 
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表 6.1-2 主な地域特性 

環境要素の 

区 分 
主な地域特性 

大気環境 

・最寄りの地域気象観測所として古川、加美がある。古川地域気象観測所におけ

る令和 2 年の年平均気温は 12.3℃、年間降水量は 1,279.0mm、年平均風速は

3.0m/s、最多風向は西北西（16.2％）、次いで西（11.6％）である。加美地域気

象観測所における令和 2 年の年間降水量は 1,864.5mm である。 

・対象事業実施区域近傍の測定局としては、一般環境大気測定局の古川Ⅱ局及び

及び自動車排出ガス測定局の古川自排局がある。令和元年度の測定結果は、二

酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素では環境基準を達成しているが、光化

学オキシダントでは環境基準を達成していない。 

・「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事

業実施区域及びその周囲における環境騒音、自動車騒音、環境振動及び道路交

通振動の状況について、調査は実施されていない。 

水 環 境 
・対象事業実施区域の北側には一級河川である矢坪川、鳴瀬川等が、南側には一級河

川である鹿又川、大滝川が流れている。 

そ の 他 

の 環 境 

・対象事業実施区域は地表面の傾きがかなり穏やかとなっている。 

・「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）に選定された典型地形と

して、対象事業実施区域の周囲には火山岩頸である「薬莱山」が存在する。 

・「第 3 回然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による自然景

観資源の分布は、対象事業実施区域の周囲に「薬萊山（非火山性孤峰）」及び「鳴瀬

川門沢上流（峡谷・渓谷）」が存在する。 

動  物 

植  物 

生 態 系 

・「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環

境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手

引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）によると、対象事業実施区域が含まれ

るメッシュにおいて、クマタカの生息が確認されている。 

・対象事業実施区域には、「ブナクラス域代償植生」のコナラ群落（Ⅴ）、アカマツ群落

（Ⅴ）、ススキ群団（Ⅴ）、「植林地、耕作地植生」のゴルフ場・芝地、放棄畑雑草群落

等が分布している。植生自然度は、主に 4、5 の二次草原と 7 の二次林であり、一部 9

の自然林が分布している。 

・対象事業実施区域の環境類型区分は、主に東側が草原・低木林、西側が耕作地等となっ

ている。 

景  観 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

・対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、「薬萊山」、「漆沢ダム」が挙げら

れる。 

・対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況

は、「薬萊山（登山、散策、自然観賞）」、「ジャパンエコトラック やくらい周遊ルー

ト（サイクリング）」等が挙げられる。 

廃棄物等 
・ 対象事業実施区域から半径 50km 以内には、産業廃棄物の中間処理施設が 267 か

所、最終処分場が 18 か所存在している。 

放射線の量 

・対象事業実施区域及びその周囲における空間放射線量率の測定地点としては、

加美町の小野田運動場があり、令和 2 年度の空間放射線量率の年平均値は 0.025

μSv/h である。 
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表 6.1-3 一般的な事業と本事業の内容との比較 

影響要因の区分 一般的な事業の内容 本事業の内容 比較の結果 

工
事
の
実
施 

工事用資材等の 

搬出入 

工事用資材等の搬出入として、建

築物、工作物等の建築工事に必要

な資材の搬出入、工事関係者の通

勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を

行う。 

工事用資材等の搬出入として、工

作物等の建築工事に必要な資材の

搬出入、工事関係者の通勤、残土、

伐採樹木、廃材の搬出を行う。 

一般的な事業の内容に

該当する。 

建設機械の稼働 建設機械の稼働として、建築物、工

作物等の構築工事を行う。 

建設機械の稼働として、工作物等

の構築工事を行う。 

一般的な事業の内容に

該当する。 

 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

造成等の施工として、樹木の伐採

等（既存樹林等の伐採、移植）、掘

削、地盤改良、盛土等による敷地、

調整池、搬入道路の造成、整地を行

う。 

造成等の施工として、樹木の伐採・

伐根等、掘削、地盤改良、盛土等に

よる敷地、調整池、搬入道路の造

成、整地を行う。 

一般的な事業の内容に

該当する。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

地形改変及び 

施設の存在 

地形改変及び施設の存在として、

林地の傾斜地において、地形改変

等を実施し建設された太陽電池発

電設備（対象実施区域内にあるこ

とが明確な場合はパワーコンディ

ショナ、変電所、蓄電池システム建

屋、調整池を含む）を有する。 

地形改変及び施設の存在として、

地形改変等を実施し建設された太

陽電池発電設備を有する。 

ただし、林地の傾斜地に太陽電池

発電設備を有しない。 

一般的な事業の内容に

該当する。 

ただし、林地の傾斜地

に太陽電池発電設備を

有しない。 

施設の稼働 施設の稼働として、太陽電池発電

所の運転を行う。 

 

 

 

施設の稼働として、太陽電池発電

所の運転を行う。 

 

 

 

一般的な事業の内容に

該当する。 
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表 6.1-4 環境影響評価の項目の選定 

影 響 要 因 の 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 要 素 の 区 分 
 

工事の実施 
土地又は工
作物の存在
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評

価されるべき環境

要素 

大気環境 

大気質 粉じん等 ○ ○ 

   

騒 音 騒音 ○ ○ 

  ○ 

振 動 振動 ○ ○ 

   

水環境 水 質 水の濁り   ○ ○ 

 

その他の環

境 

地形及び地質 重要な地形及び地質    ○ 

 

地盤 土地の安定性    ○  

その他 反射光    ○ 

 

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査、予測及

び評価されるべき

環境要素 

動 物 
重要な種及び注目すべき生息

地 

  〇 〇 

 

植 物 重要な種及び重要な群落   ○ ○ 

 

生態系 地域を特徴づける生態系   〇 〇 

 

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

を旨として調査、

予測及び評価され

るべき環境要素 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観 

   ○ 

 

人と自然との触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然との触れ合い

の活動の場 
○ 

  ○ 

 

環境への負荷の量

の程度により予測

及び評価されるべ

き環境要素 

廃棄物等 

産業廃棄物   ○ ○ 

 

残土   ○ 

  

一般環境中の放射

性物質について調

査、予測及び評価

されるべき環境要

素 

放射線の量 

（空間線量率、放射性物質

濃度） 

粉じん等の発生に伴うもの ○ ○ 

 

  

水の濁りの発生に伴うもの  ○ ○   

産業廃棄物の発生に伴うもの   ○   

残土の発生に伴うもの   ○   

注：1.   は「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 5 号に定める「別表第 5」に示す参考項目である。 

2.   は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

3.「○」は、環境影響評価の項目として選定した項目を示す。  
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 選定の理由 

環境影響評価の項目として選定する理由は、表 6.1-5 のとおりである。 

 

表 6.1-5(1) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大

気

環

境 

大気質 粉 じ ん 等 工事用資材等の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、評価項目として選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、評価項

目として選定する。 

騒 音 騒  音 工事用資材等の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、評価項目として選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、評価項

目として選定する。 

施 設 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、評価項

目として選定する。 

 振  動 振  動 工事用資材等の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、評価項目として選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、評価項

目として選定する。 

水

環

境 

水  質 水 の 濁 り 造成等の施工に 

よる一時的な影響 
造成等の施工時に雨水排水があることから、評価項目として選定す

る。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
土地の改変後の地表面の状況によっては雨水による濁水が想定さ

れることから、評価項目として選定する。 

そ

の

他

の

環

境 

地 形 及

び 地 質 

重 要 な 地 形 

及 び 地 質 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

対象事業実施区域周辺に典型地形が存在することから、評価項

目として選定する。 

地 盤 土地の安定性 地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

対象事業実施区域周辺に土石流危険渓流、砂防指定地が存在す

ることから、評価項目として選定する。 

そ の他 反 射 光 地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、評価項

目として選定する。 

動  物 重要な種及び注目

すべき生息地 
造成等の施工に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動

物及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、評価項

目として選定する。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生息

する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があること

から、評価項目として選定する。 

植  物 重要な種及び 

重 要 な 群 落 
造成等の施工に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植

物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、評価項

目として選定する。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生育

する陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があること

から、評価項目として選定する。 

生 態 系 地域を特徴づけ

る 生 態 系 
造成等の施工に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が

生じる可能性があることから、評価項目として選定する。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲の生態系

に影響が生じる可能性があることから、評価項目として選定する。 

景  観 主要な眺望点 

及び景観資源並

びに主要な眺望

景 観 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観に変化が生じる可能性があることから、評価項

目として選定する。 
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表 6.1-5(2) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

人と自然との

触れ合いの活

動 の 場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活 動 の 場 

工事用資材等の 

搬 出 入 
工事関係車両の主要な走行ルートが主要な人と自然との触れ

合いの活動の場と一部重複することから、評価項目として選定

する。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
対象事業実施区域内に主要な人と自然との触れ合いの活動の

場が存在することから、評価項目として選定する。 

廃 棄 物 等 産 業 廃 棄 物 造成等の施工に 

よる一時的な影響 
不要となる施設の解体、撤去が想定されることから、評価項目

として選定する。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 
事業終了後に工作物の撤去又は廃棄が行われることから、評価

項目として選定する。 

残 土 造成等の施工に 

よる一時的な影響 
造成等の施工に伴い残土が発生する可能性があるため、評価項

目として選定する。 

放射線の量 粉じん等の発生

に 伴 う も の 

工事用資材等の 

搬 出 入 

工事用資材等の搬出入に伴い対象事業実施区域及びその周囲

において、空間線量率が部分的に高い可能性があり、工事用資

材等の搬出入伴い空間線量への影響が考えられることから、評

価項目として選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域及びその周囲において、空間線量率が部分的

に高い可能性があり、建設機械の稼働に伴い空間線量への影響

が考えられることから、評価項目として選定する。 

水の濁りの発生

に 伴 う も の 

建設機械の稼働 建設機械の稼働に伴い対象事業実施区域及びその周囲におい

て、空間線量率が部分的に高い可能性があり、建設機械の稼働

に伴い水への放射線量への影響が考えられることから、評価項

目として選定する。 

造成等の施工に 

よる一時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、空間線量率が部分的

に高い可能性があり、造成等の施工に伴い水への放射線量への

影響が考えられることから、評価項目として選定する。 

産業廃棄物の発

生に伴うもの 

造成等の施工に 

よる一時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、空間線量率が部分的

に高い可能性があり、造成等の施工に伴い放射性物質濃度が高

い産業廃棄物が発生する可能性があるため、評価項目として選

定する。 

残土の発生に 

伴 う も の 

造成等の施工に 

よる一時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、空間線量率が部分的

に高い可能性があり、造成等の施工に伴い放射性物質濃度が高

い残土が発生する可能性があるため、評価項目として選定す

る。 

 


